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雨漏り修繕の専門家さん
お願いします

賃貸トラブル法律講座

これだけは知っておくべき「雨漏り」の基礎知識
相隣関係規定に関する民法改正のポイント　

https://www.kairyoukousya.or.jp/
ホームページ上のみで、お電話での相談は受け付けておりません。

賃貸住宅経営相談センターのご案内

相談例01

空き家が
なかなか

埋まりませんが
いい方法は
ありますか？

相談例02

経費が
かさんで大変です、
経費削減の
いい方法は
ありますか？

相談例03

ペット対応に
するときの
注意点は
何でしょうか？

相談例04

適切な
アパートローンを
選ぶポイントを
教えてください。

平成18年度以前に旧公庫に借入れのお申込みをされたお客さまへ

住宅金融支援機構からのお知らせ

平成18年度以前に住宅金融公庫に借入れのお申込みをされて融資を受け、建設された賃貸住宅につきまし
ては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し、次の１から４までの制限事項が
金銭消費貸借契約で定められています。お客さまにおかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る
制限事項を遵守いただきますようお願いいたします。

制限事項の詳しい内容は、住宅金融支援機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp）をご確認ください。

入居者との賃貸借契約に係る制限事項の概要
1  家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること
2  敷金（退去時に返還される保証金を含みます。）を家賃の３か月分（中高層ビル融資、 

レントハウスローンの場合は６か月分（近畿圏の一部地域は９か月分））を超えて受領しないこと
3  礼金、権利金、謝金、更新料（更新事務手数料は除きます。）などの金品を受領しないこと
4 その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと

パソコンの方はこちらで検索をお願いします。

一般財団法人 住宅改良開発公社
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
国際中正会館ビル3F　☎03-3237-7411（代表）
https://www.kairyoukousya.or . jp/

株式会社 ジェイ・ケイ企画
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
☎03-3237-7515

発行人 企画・制作

特集 相続税と贈与税の
仕組みを理解して適切な対策を

賃貸経営アラカルト 賃貸に追い風！ 最新の賃貸市場・賃料動向

（一財）住宅改良開発公社

弊公社のホームページに賃貸住宅経営相談センター（相談コー
ナー）を開設しております。専門相談員が賃貸住宅経営に関する
ご相談に無料で応じておりますので、是非ご利用ください。

ご相談ページへのアクセスはこちら➡
（スマートフォンをご利用の方）

賃貸住宅経営相談 検索

本誌の送付を希望されない場合のご案内
本誌の送付を希望されない場合は、同封のアンケートハガキの、「送付を希望
しない」の欄に□を記入して送付ください。なお、本誌は弊社のホームページ
にも掲載しておりますので、引き続きホームページ上からご覧いただけます。



贈与税が変わる！？

相続税と贈与税の
仕組みを理解して適切な対策を

Special Feature
特集

贈与税が変わる！？　相続税と贈与税の仕組みを理解して適切な対策を

相続と贈与に関わる税金のルールが見直されます。
誰しも関心の高い税項目だけに、どう変わるのか気を
もんでいるのでは？　でも焦りは禁物。２つの税金の
仕組みを理解し、改正内容を知れば、正しい対処の仕
方もつかめます。最新動向を踏まえて解説しましょう。

贈
与
税
は
相
続
税
の
前
払
い 

税
体
系
の
基
本
は
変
わ
ら
な
い

　

贈
与
税
の
大
改
正
に
つ
い
て
、
新
聞

や
雑
誌
等
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
「
ど
う

対
処
す
れ
ば
い
い
？
」
と
心
配
し
て
い

る
オ
ー
ナ
ー
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
っ
と
も
、
昨
年
12
月
に
発
表
さ
れ
た

「
令
和
5
年
（
２
０
２
３
年
）
度
税
制

改
正
大
綱
」
を
よ
く
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば
、

当
初
予
想
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
厳
し
い
内

容
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ど
う
変
わ
っ
た
か
を
正
し
く
理
解
す

る
に
は
、
相
続
税
と
贈
与
税
の
基
本
的

な
仕
組
み
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
２
つ
の
税
金
の
基
礎
を

ま
ず
は
解
説
し
ま
し
ょ
う
。
今
回
の
税

制
改
正
を
め
ぐ
っ
て
「
独
立
し
た
別
々

の
制
度
だ
っ
た
相
続
税
と
贈
与
税
が
一

体
化
し
た
」
と
い
っ
た
論
調
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
見
方
に

対
し
て
、
税
理
士
の
玉
越
さ
ん
は
疑
問

を
投
げ
か
け
ま
す
（
図
表
1
参
照
）。

 

「
相
続
税
と
贈
与
税
は
、
ど
ち
ら
も
個

人
間
の
無
償
に
よ
る
資
産
移
転
に
関
わ

る
税
金
で
す
。
生
前
の
資
産
移
転
に
は

贈
与
税
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
移
転
に

は
相
続
税
。
移
転
す
る
時
期
が
違
う
だ

け
で
、
そ
も
そ
も
一
体
化
し
た
税
体
系

に
す
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
贈
与
税
に

は
独
立
し
た
税
法
は
な
く
、
相
続
税
法

の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
補
完
税
と
い
う

位
置
づ
け
で
す
。
生
前
に
行
う
贈
与
は

相
続
財
産
の
前
渡
し
と
い
う
意
味
合
い

が
あ
り
、
そ
こ
で
課
税
さ
れ
る
贈
与
税

は
相
続
税
の
前
払
い
と
言
え
る
で
し
ょ

う
」（
玉
越
さ
ん
）

相
続
時
精
算
課
税
は
後
か
ら
誕
生

　

現
在
の
贈
与
税
に
は
「
暦
年
課
税
」

と
「
相
続
時
精
算
課
税
」
と
い
う
２
つ

の
仕
組
み
が
あ
り
、
い
ず
れ
か
の
選
択

制
に
な
っ
て
い
ま
す
（
図
表
3
参
照
）。

も
と
も
と
贈
与
税
は
、
１
９
5
３
年
に

誕
生
し
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
、
1
年
間

に
贈
与
さ
れ
た
金
額
の
合
計
に
対
し
て
、

単
年
度
で
税
金
を
計
算
す
る
暦
年
課
税

だ
け
で
し
た
。
相
続
税
と
一
体
課
税
し

な
か
っ
た
の
は
、
長
期
に
わ
た
る
生
前

贈
与
を
捕
捉
し
き
れ
な
い
こ
と
に
よ
る

割
り
切
り
で
し
た
。

 

「
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
資
産
移
転
に
か

か
る
相
続
税
し
か
な
い
と
、
相
続
前
に

全
財
産
を
贈
与
し
て
し
ま
え
ば
税
金
は

か
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
回
避
行
為
を
防

ぐ
た
め
に
贈
与
税
が
で
き
、
相
続
税
よ

り
も
厳
し
い
累
進
税
率
を
設
け
た
わ
け

で
す
」（
玉
越
さ
ん
）

　

図
表
2
の
通
り
、
累
進
税
率
は
移
転

す
る
金
額
が
大
き
い
ほ
ど
税
率
は
高
く

な
り
ま
す
。
贈
与
税
は
少
額
で
も
税
率

が
高
く
、
課
税
価
格
が
４
０
０
０
万
円

台
で
最
高
税
率
の
55
％
に
到
達
。
同
じ

金
額
の
場
合
、
相
続
税
率
は
15
％
と
低

く
、
最
高
税
率
に
な
る
の
は
6
億
円
を

超
え
て
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
暦
年
課

税
制
度
に
は
年
間
１
１
０
万
円
の
基
礎

控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
非

課
税
枠
や
税
率
の
低
い
ゾ
ー
ン
の
金
額

の
生
前
贈
与
を
何
年
に
も
わ
た
っ
て
繰

り
返
せ
ば
、
無
税
ま
た
は
相
続
税
を
払

う
よ
り
大
幅
に
低
い
税
負
担
で
多
額
の

資
産
を
移
転
で
き
る
と
い
う
節
税
対
策

が
、
富
裕
層
の
間
で
広
が
り
ま
し
た
。

 

「
相
続
時
精
算
課
税
制
度
」
は
、
２
０ 

０
３
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
２
５ 

０
０
万
円
の
特
別
控
除
額
に
達
す
る
ま

で
は
、
複
数
年
に
わ
た
り
贈
与
税
を
か

け
ず
に
資
産
を
移
せ
る
仕
組
み
で
す
。

特
別
控
除
枠
を
超
え
た
分
は
一
律
20
％

の
低
い
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
生
前

に
贈
与
し
た
資
産
は
す
べ
て
贈
与
時
の

評
価
で
相
続
財
産
に
持
ち
戻
し
て
相
続

税
と
し
て
精
算
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

相続税と贈与税の全体像をおさえよう！

■ 図表1 相続に関する現状の税体系 ■ 図表2 贈与税と相続税の税率構造

■ 図表3 暦年課税制度と相続時精算課税制度の概要

監修

商工中金、（株）リクルートを経て2003年税理
士法人タクトコンサルティングを設立。中小企業
庁「事業承継検討会」委員などを歴任。2021
年税理士法人ゆいアドバイザーズを設立。

税理士法人ゆいアドバイザーズ
代表社員・税理士
玉越 賢治 氏

暦年課税制度（1953年～※） 相続時精算課税制度（2003年～）

控除額 基礎控除：毎年110万円 特別控除：累積2,500万円

税率 10～55％の累進税率 一律20％

贈与者 問わない（相互の自由契約） 60歳以上の父母・祖父母

受贈者 問わない（相互の自由契約） 18歳以上の子・孫

贈与財産の
取り扱い

基本的には相続財産に加えない
※相続開始前3年内の贈与財産は�
相続財産に加算（持ち戻し）

●�贈与財産を（贈与時点の評価で）相続財産に加えて�
相続税を計算

●�相続税額からすでに支払った贈与税額を控除�
（控除しきれない金額は還付）

制度の移行 暦年課税から相続時精算課税制度へ
いつでも移行できる

いったん相続時精算課税を選択した後は、
暦年課税に戻れない

※もともと贈与税は単年度で課税する方式しかなかった。相続時精算課税制度ができた時点で、旧来の方式を「暦年課税制度」と呼ぶようになった。

※1.暦年課税の贈与税率は、実の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への特例贈与の場合
※2.相続税の基礎控除額3600万円は、相続人が1人の場合を想定
出典：中小企業庁の資料を監修元が一部修正

移
転
時
期

相続
開始前

贈与

贈与税

暦年
課税制度

相続時精算
課税制度

相続
開始後

相続
遺贈
死因贈与

相続税

移
転
方
法

税
科
目

贈
与
税
の

課
税
方
法

相続財産の
前渡し

相続税の
前払い

2024年の
贈与から
変わる！

2024年の
贈与から
変わる！

63,600万円110 310 510 710 1,110 1,610 2,500 3,110 3,600 4,600 4,610 6,600 8,600 13,600 23,600 33,600

税率

課税価格

60
％

50

40

30

20

10

0

　   　　　　　　　　　　

10％

15％

20％

30％

40％

45％

50％

55％

50％

45％

40％

30％

20％

15％

10％

暦年課税の税率※1

課税価格4,610万円超で
最高税率55％

相続税の税率
相続人1人あたり
6億円超で
最高税率55％

相続時
精算課税の税率
（一律20％）

最高税率は贈与税（暦年課税）、相続税ともに55％
税率区分が大きく異なる

贈与税

贈与税

23 2



●�贈与税は相続税の先払い。互いに補い合う
関係なので一体として対策を考える。

●�税制改正で、暦年課税は使いにくくなり、
相続時精算課税の使い勝手がよくなった。

●�生前贈与はまだ有効。相続時精算課税制度
と一括贈与の特例を軸に対策を考える。

●�相続対策は節税だけではなく、分割・納税
対策も含めてバランス良く考えよう！

Special Feature 贈与税が変わる！？　相続税と贈与税の仕組みを理解して適切な対策を

ま と め

年
間
１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除
が
新
設

さ
れ
ま
し
た
（
図
表
4
参
照
）。
暦
年

課
税
の
基
礎
控
除
と
は
別
途
適
用
さ
れ

ま
す
。
基
礎
控
除
内
の
贈
与
は
申
告
不

要
で
す
か
ら
、
従
来
の
よ
う
な
煩
雑
な

手
間
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
も
こ

の
１
１
０
万
円
は
、
暦
年
課
税
の
よ
う

な
相
続
直
前
の
贈
与
の
持
ち
戻
し
ル
ー

ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
で
は

相
続
財
産
に
持
ち
戻
す
際
の
金
額
は
贈

与
時
の
評
価
額
に
固
定
さ
れ
る
の
が
原

も
し
れ
ま
せ
ん
。
孫
へ
の
贈
与
は
相

続
前
贈
与
の
加
算
に
含
ま
れ
ま
せ
ん

が
、
名
義
預
金
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注

意
が
必
要
で
す
。
一
方
で
、
相
続
時
精

算
課
税
の
使
い
勝
手
が
良
く
な
り
ま
し

た
。
生
前
贈
与
の
効
果
も
出
て
来
た
た

め
、
今
後
は
こ
ち
ら
を
活
用
す
る
方
法

が
広
が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
相
続
時

精
算
課
税
の
利
用
度
が
高
ま
っ
て
来
た

段
階
で
、
暦
年
課
税
が
廃
止
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
」（
玉
越
さ
ん
）

　

暦
年
課
税
が
利
用
し
に
く
く
な
っ
た

則
で
し
た
が
、
災
害
時
に
は
減
額
で
き

る
例
外
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
詳
細
は

未
定
で
す
が
、
建
物
が
消
失
し
た
場
合

や
東
日
本
大
震
災
ク
ラ
ス
の
災
害
が
起

き
た
場
合
な
ど
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

相
続
対
策
の
王
道
と
は
？ 

分
割
・
納
税
対
策
も
大
切

 

「
今
回
の
改
正
で
は
、
暦
年
課
税
の
規

制
が
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。
相
続
開
始

の
10
年
以
上
前
か
ら
計
画
的
に
贈
与
を

実
施
す
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
か

と
い
っ
て
も
、
生
前
贈
与
の
道
が
閉
ざ

さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
前

贈
与
が
相
続
財
産
に
加
算
さ
れ
る
の
は

相
続
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
人
に
限

ら
れ
る
た
め
、
自
分
の
実
子
の
配
偶
者

や
孫
な
ど
推
定
相
続
人
以
外
の
人
へ
の

贈
与
や
、
図
表
6
の
よ
う
な
特
定
用
途

の
資
金
を
一
括
贈
与
で
き
る
特
例
も
有

効
で
す
。
こ
う
し
た
税
法
で
認
め
ら
れ

た
仕
組
み
を
最
大
限
活
用
す
る
こ
と
が
、

相
続
・
贈
与
税
対
策
の
王
道
に
な
る
で

し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
相
続
対

策
は
生
前
贈
与
だ
け
で
な
く
、
財
産
全

体
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
な
が
ら
、
分
割
・

納
税
対
策
を
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

■ 図表4 相続時精算課税制度の改正

相
続
時
精
算
課
税
の 

メ
リ
ッ
ト
と
利
用
上
の
注
意
点

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、
贈
与
で

も
相
続
で
も
、
い
つ
財
産
を
移
転
し
て

も
最
終
的
に
支
払
う
税
額
が
変
わ
ら
な

い
「
財
産
移
転
時
期
に
中
立
的
な
税

制
」
を
目
指
し
た
仕
組
み
で
す
。
し
か

も
、
特
別
控
除
額
が
２
５
０
０
万
円
と

大
型
な
の
で
、
生
前
に
ま
と
ま
っ
た
資

産
を
贈
与
税
な
し
で
移
転
で
き
る
の
が

最
大
の
魅
力
。
贈
与
者
ご
と
に
選
択
で

き
る
た
め
、
父
か
ら
の
贈
与
は
相
続
時

精
算
課
税
、
母
か
ら
は
暦
年
課
税
と
い

う
よ
う
に
使
い
分
け
も
可
能
で
す
。

　

こ
う
し
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
で

手
続
き
上
の
ネ
ッ
ク
が
あ
り
ま
し
た
。

い
っ
た
ん
相
続
時
精
算
課
税
を
選
ぶ
と

暦
年
課
税
に
は
戻
れ
な
い
点
で
す
。
特

別
控
除
枠
を
超
え
た
贈
与
は
、
た
と
え

1
万
円
で
も
記
録
し
て
20
％
の
税
率
で

申
告
納
税
し
た
上
で
、
相
続
時
に
持
ち

戻
し
計
算
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
注
意
し
た
い
の
は
、
相
続
時

に
持
ち
戻
す
財
産
の
課
税
価
格
が
、
贈

与
し
た
時
点
の
評
価
額
で
計
算
さ
れ
る

こ
と
。
将
来
、
価
格
が
下
落
す
る
リ
ス

ク
が
あ
る
資
産
を
移
転
し
て
し
ま
う
と
、

贈
与
時
の
高
い
評
価
額
で
相
続
税
が
課

税
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
、
周
辺

の
開
発
な
ど
で
地
価
上
昇
が
期
待
さ
れ

る
不
動
産
な
ど
を
移
転
す
れ
ば
、
評
価

額
が
低
い
ま
ま
固
定
さ
れ
る
た
め
、
相

続
税
も
抑
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

暦
年
課
税
か
ら
相
続
時
精
算
課
税
へ 

使
い
や
す
さ
が
シ
フ
ト

　

以
上
を
踏
ま
え
、
２
０
２
３
年
度
の

税
制
改
正
の
内
容
に
入
り
ま
し
ょ
う
。

注
目
の
改
正
の
１
つ
は
、
暦
年
課
税
の

相
続
前
贈
与
の
加
算
期
間
見
直
し
で
す
。

暦
年
課
税
は
、
単
年
度
で
完
結
す
る
仕

組
み
で
あ
る
と
説
明
し
ま
し
た
。
た
だ

し
例
外
と
し
て
、
相
続
開
始
（
被
相
続

人
が
死
亡
し
た
時
点
）
前
3
年
以
内
の

贈
与
に
関
し
て
は
、
直
前
の
相
続
税
回

避
を
防
ぐ
意
味
か
ら
、
相
続
財
産
に
持

ち
戻
す
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

期
間
が
7
年
以
内
に
変
更
さ
れ
た
の
で

す
（
図
表
5
参
照
）。
延
長
さ
れ
た
4

年
分
の
贈
与
に
つ
い
て
は
、
総
額
で

１
０
０
万
円
ま
で
は
相
続
財
産
へ
の
加

算
か
ら
除
外
で
き
ま
す
。
こ
の
改
正
は
、

２
０
２
４
年
1
月
1
日
以
降
の
贈
与
か

ら
適
用
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
は
、

相続時精算課税制度 2024年贈与から変わるポイント

暦年課税制度 2024年贈与から変わるポイント

■ 図表6 一括贈与にかかわる非課税特例※

■ 図表5 暦年課税制度の改正

住宅資金の贈与 教育資金の贈与 結婚・子育て資金の贈与

非課税枠 500～1,000万円�
（住宅性能により異なる）

1,500万円�
（学校以外への支払いは
500万円）

1,000万円�
（結婚費用は300万円）

贈与
する人 父母・祖父母など 父母・祖父母など 父母・祖父母など

贈与
される人

18歳以上の子・孫
（合計所得が�
2,000万円以下）

30歳未満の子・孫
（合計所得が�
1,000万円以下）

18歳以上�
50歳未満の子・孫
（合計所得が�
1,000万円以下）

適用
期限 2023年12月31日まで

2023年3月31日まで
➡2026年までに延長！

2023年3月31日まで
➡2025年までに延長！

一体的に課税
生前の贈与＋相続財産

●相続時精算課税制度で生前贈与した場合
贈与時点の時価（1億円）で評価

さらに、非課税枠を超えた部分の贈与税は相続税から控除できる

相続時精算課税制度
を選択

例：将来、値上がりする見込みの土地がある場合

選択前の贈与
（暦年単位で課税）

それ以前の贈与
（暦年単位で課税）

+4年間+4年間

●何もしなければ…相続時点の時価（2億円）で評価

相続

相続贈与時

贈与時点の評価 相続時点の評価開発計画

1億円 2億円

相
続
財
産

相
続
財
産

相
続
財
産

相
続
財
産

相続財産への持ち戻し期間�3年→7年へ延長

❶��新たに年110万円の基礎控除を新設（暦年課税の基
礎控除110万円とは別に適用）。この基礎控除以内な
ら申告は不要になり、煩雑な手続きが緩和された。

❷��相続財産に加算される価格は、年間110万円の基礎
控除を差し引いた残額。暦年贈与のような相続直前
加算はなし。生前贈与のメリットが生まれた。

❸��贈与を受けた土地建物が災害で一定以上の被害を受
けた場合、相続財産に加算される価格は贈与時の評
価額に固定せず、相続時に損害額を控除した残額。

❶��持ち戻し期間が3年以内から7年以内に延長
❷���延長された4年間に受けた贈与については�
総額100万円まで相続財産に加算しない。

●��一度にまとまった金額の贈与ができる。不動産は実勢価
格より評価額が低いケースが一般的なため、特別控除額
2,500万円よりも価値の高い不動産を贈与可能。

●��贈与後に評価額が上昇する可能性がある資産、評価額
が落ちずに収益を生む資産の生前贈与に適している（評
価額が下落する資産は不向き）。

●��贈与により取得した宅地に、相続税の計算時に小規模宅
地等の特例は利用できない。不動産取得税、登録免許税
にかかわる相続財産についての軽減も適用されない。

変更のポイント

変更のポイント

活用のポイントと注意点

活用のポイントと注意点

毎年、110万円まで非課税（申告不要）

相続

一体的に課税
死亡前7年以内の贈与＋相続財産

●��2024年1月1日以降に受けた贈与から適用。適用開始時期が従
来の「3年以内」を超え始める2027年1月1日から順次延長。7
年間遡るのは2031年1月1日以降。

●��相続直前の贈与の加算があるのは、財産を相続した相続人のみ。
相続人以外の孫、子の配偶者などは適用されないため、生前贈与
の効力は失われていない。

※「令和5年度税制改正大綱」の内容をもとに作成（2023年2月末時点）。2023年3月の国会の審議によっては、改正内容が変更となる可能性があります。

※4〜7年の贈与分は総額から100万円を控除

※�このほか、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用財産の贈与について、�
2,000万円まで非課税とする配偶者控除制度がある。

改正後改正後
7年以内7年以内

改正前改正前
3年以内3年以内
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■図表3. 賃貸物件の管理状況でよくされる質問（複数回答 n=1.445）
他の入居者情報

（属性・マナーなど）

共有スペースなどの
管理状況

管理会社の評判

管理会社名

その他

特に聞かれた
ことがない

0 10 20 30 40 50％

58.8％

20.4％

6.4％

4.9％

5.0％

24.2％

マナーや
管理の状況など、
生活環境も
物件選びの
ポイントに！

埼玉県
30㎡以下 59,487円

30～50㎡ 78,438�円

50～70㎡ 97,709円

70㎡超 144,629�円

宮城県仙台市
30㎡以下 50,056円

30～50㎡ 69,103円

50～70㎡ 88,895円

70㎡超 129,945円

２
０
２
１
年
末
か
ら 

賃
貸
の
回
復
基
調
が
続
く

　

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
は
四
半
期
ご
と
に
、

全
国
の
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
加
盟
店
の
う
ち
、

知
事
免
許
取
得
か
ら
５
年
以
上
経
過
し

た
不
動
産
店
に
景
況
感
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
対
象
は
従
業
員
５
人
以
下

の
店
舗
が
多
く
、
地
場
の
リ
ア
ル
な
景

況
感
が
表
れ
た
調
査
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
の
市
場
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
多
大

な
影
響
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
、

初
め
て
の
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ

た
２
０
２
０
年
４
～
６
月
期
、
賃
貸
・

売
買
の
業
況
は
、
調
査
開
始
以
来
の
最

低
水
準
を
記
録
し
ま
し
た
。
し
か
し
家

で
の
時
間
が
長
く
な
っ
て
持
ち
家
ニ
ー

ズ
が
高
ま
り
、
売
買
は
ほ
ど
な
く
回
復
。

賃
貸
は
少
し
遅
れ
を
取
っ
て
い
ま
し
た

が
、
２
０
２
１
年
10
～
12
月
期
、
行
動

制
限
緩
和
や
ワ
ク
チ
ン
の
普
及
を
受
け
、

回
復
に
拍
車
が
か
か
り
始
め
ま
す
。

　

そ
し
て
２
０
２
２
年
４
～
６
月
期
、

首
都
圏
で
は
つ
い
に
、
賃
貸
の
業
況
が

売
買
を
上
回
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

価
格
高
騰
で
賃
貸
派
が
増
加
、 

住
ま
い
選
び
の
多
様
化
が
定
着

　

最
新
の
調
査
デ
ー
タ
（
２
０
２
２
年

７
～
９
月
期
、
同
10
～
12
月
期
）
で
も
、

賃
貸
の
業
況
は
高
い
水
準
で
推
移
し
て

い
ま
す
（
図
表
１
参
照
）。

　

賃
貸
に
追
い
風
が
吹
い
て
い
る
背
景

に
は
、
昨
今
の
不
動
産
価
格
の
高
騰
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
価
格
の
高
さ

が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
購
入
を
見
送
り
、

賃
貸
を
選
ぶ
人
が
増
え
て
い
る
の
で
す
。

購
入
を
検
討
す
る
層
は
カ
ッ
プ
ル
や

フ
ァ
ミ
リ
ー
が
多
い
た
め
、
広
め
の
間

取
り
の
賃
貸
は
追
い
風
の
メ
リ
ッ
ト
を

享
受
し
や
す
い
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、
コ
ロ
ナ
禍
初
期
に
顕
著
だ
っ

た
郊
外
へ
の
流
出
は
、
落
ち
着
い
て
き

て
い
ま
す
。
現
在
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
と

通
勤
を
組
み
合
わ
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

型
の
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
が
多
く
な
り
、

都
市
部
の
利
便
性
を
見
直
す
人
も
増
え

て
い
ま
す
。
と
は
い
え
コ
ロ
ナ
禍
で
生

活
様
式
が
多
様
化
し
、
住
ま
い
選
び
も

多
様
化
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
や
働
き
方
に

合
わ
せ
た
、
柔
軟
な
住
ま
い
選
び
が
定

着
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
そ
う
で
す
。

カ
ッ
プ
ル
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
中
心
に 

家
賃
は
全
国
で
上
昇
ト
レ
ン
ド

　

全
国
主
要
都
市
の
家
賃
動
向
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。
２
０
２
２
年
11
月
期
の

調
査
で
は
、
前
年
同
月
比
の
平
均
家
賃

は
全
国
的
に
上
昇
ト
レ
ン
ド
で
し
た

（
図
表
2
参
照
）。特
に
カ
ッ
プ
ル
、フ
ァ

ミ
リ
ー
向
き
の
物
件
は
上
昇
傾
向
が
強

く
、
住
ま
い
の
購
入
を
検
討
す
る
世
代

が
賃
貸
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

管
理
状
況
の
良
し
悪
し
も 

住
ま
い
探
し
の
ポ
イ
ン
ト
に

　

２
０
２
２
年
７
～
９
月
期
に
は
、
不

動
産
店
に
対
し
、
店
頭
で
の
接
客
時
に

感
じ
る
住
ま
い
探
し
の
傾
向
調
査
も
行

い
ま
し
た
。そ
の
結
果
、賃
貸
ユ
ー
ザ
ー

は
候
補
物
件
の
ほ
か
の
入
居
者
の
情
報

や
、
共
用
ス
ペ
ー
ス
な
ど
の
管
理
状
況

に
つ
い
て
質
問
す
る
人
が
多
い
、
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
（
図
表
3
参

照
）。

賃貸経営
アラカルト

◦�市場はコロナ禍前のレベルに回復。カップルや
ファミリーを中心に、賃貸継続派が増えている
◦�郊外流出は落ち着いた。ワークスタイルの多様
化に伴い、住まい選びも多様化している
◦�物件の管理状況の良し悪しも住まい選びの判
断ポイントになるため、オーナーとして日頃か
ら意識を
◦�人気設備は導入して終わりではない。実際の使
い心地や機能のアップデートにも配慮する

　

こ
れ
は
、
生
活
環
境
を
判
断
材
料
の

１
つ
に
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
い
え

ま
す
。マ
ナ
ー
が
守
ら
れ
、共
用
ス
ペ
ー

ス
の
清
掃
が
行
き
届
い
て
い
る
か
な
ど
、

オ
ー
ナ
ー
と
し
て
管
理
状
況
に
日
頃
か

ら
気
を
配
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

好
調
は
し
ば
ら
く
続
く
見
通
し 

設
備
は
使
い
心
地
に
も
配
慮
を

　

コ
ロ
ナ
禍
で
控
え
ら
れ
て
い
た
転
勤

な
ど
が
再
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

調
査
で
は
多
く
の
不
動
産
店
が
「
賃
貸

出典：アットホーム「地場の不動産仲介業における景況感調査（2022年7〜9月期）」
※業況DIとはすべて前年同期に対する動向判断を指数化したものです。

※点線は見通し

出典：アットホーム「全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向」（2022年11月）」

出典：アットホーム「地場の不動産仲介業における景況感調査（2022年7〜9月期）」

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
現
在
、賃
貸
市
場
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

不
動
産
店
を
対
象
と
し
た
景
況
感
調
査
の
最
新
デ
ー
タ
を
も
と
に
、

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
ラ
ボ
の
磐
前
淳
子
さ
ん
に
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
追
い
風
！ 

市
場
は
回
復
傾
向
へ

最
新
の
賃
貸
市
場・賃
料
動
向
に聞きました
専 門 家

不動産情報サービスのアット
ホームのグループ会社。不動産
データ部門を統括し、各種市場
動向レポートの公表や、講演・執
筆活動を行う。

アットホームラボ
株式会社　執行役員
データマーケティング部 
部長

磐
いわさき

前 淳子さん

■図表2.�全国主要都市における賃貸マンションの平均家賃
※矢印は前年同月からの変化率
−3.0％以下　 −3.0％～−0.5％以下　 −0.5％～＋0.5％
＋0.5％以上～＋3.0％　 ＋3.0％以上

ま と め
市
場
の
回
復
傾
向
は
今
後
も
続
く
」
と

い
う
見
通
し
を
立
て
て
い
ま
す
。

　

賃
貸
ユ
ー
ザ
ー
が
住
ま
い
探
し
に
前

向
き
に
な
っ
て
い
る
今
、
競
争
力
を
つ

け
る
た
め
に
引
き
続
き
意
識
し
た
い
の

は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
無
料
」
な
ど

の
人
気
設
備
の
拡
充
で
す
。

　

設
備
は
実
際
の
使
い
心
地
も
重
要
で
、

例
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
無
料
で
も
通

信
速
度
が
遅
い
と
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
多

い
入
居
者
は
業
務
効
率
が
落
ち
て
不
満

を
抱
き
か
ね
ま
せ
ん
。
長
く
、
快
適
に

住
ん
で
も
ら
う
た
め
に
は
、
設
備
の
使

い
心
地
や
導
入
後
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
に

も
細
や
か
な
配
慮
が
必
要
で
す
。

福岡県福岡市
30㎡以下 50,836円

30～50㎡ 73,825円

50～70㎡ 88,855円

70㎡超 146,831円

北海道札幌市
30㎡以下 40,453円

30～50㎡ 58,874円

50～70㎡ 82,085円

70㎡超 142,212円

神奈川県
30㎡以下 66,134円

30～50㎡ 93,925円

50～70㎡ 115,903円

70㎡超 194,711円

大阪府大阪市
30㎡以下 60,716円

30～50㎡ 89,891円

50～70㎡ 120,876円

70㎡超 225,596円

千葉県
30㎡以下 62,660円

30～50㎡ 80,334円

50～70㎡ 99,124円

70㎡超 143,944円

愛知県名古屋市
30㎡以下 59,465円

30～50㎡ 77,217円

50～70㎡ 91,967円

70㎡超 143,889円

東京都下
30㎡以下 57,959円

30～50㎡ 86,968�円

50～70㎡ 110,636円

70㎡超 169,073円

東京23区
30㎡以下 87,823円

30～50㎡ 133,523円

50～70㎡ 199,567円

70㎡超 344,598円

50

40

30

20
19 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 20 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 21 Ⅰ

Ⅰ：1～3月期　Ⅱ：4～6月期　Ⅲ：7～9月期　Ⅳ：10～12月期

Ⅱ Ⅲ Ⅳ 22 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

19 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 20 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 21 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 22 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

50

40

30

20

■図表1.首都圏・近畿圏の業況判断指数の推移
賃貸の業況DIの推移

首都圏 近畿圏 DI50=前年並み

売買の業況DIの推移

第1回
緊急事態宣言

第1回
緊急事態宣言

賃貸から持ち家へシフト

売買好調改善幅が大
物価高騰や経済
不安で伸び悩み

全体的に回復
傾向を維持
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外壁のひび割れ

コーキングの劣化

サッシ周りのひび

塗装の浮き、剥がれ

チョーキング

雨樋のつまり

気
づ
か
ず
に
放
置
す
る
と 

構
造
躯
体
ま
で
大
損
傷
す
る

　

雨
漏
り
の
兆
候
に
気
づ
か
な
い
で
い

る
と
、
大
切
な
物
件
が
大
き
な
損
傷
を

受
け
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。
た
と
え

ば
強
固
な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建

物
で
あ
っ
て
も
、
構
造
躯
体
ま
で
水
が

浸
透
し
て
し
ま
う
と
非
常
に
厄
介
で
す
。

少
し
ず
つ
鉄
筋
が
錆
び
て
あ
ち
こ
ち
が

腐
食
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
を
落

と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
木
材
は

雨
や
湿
気
に
弱
い
の
で
、
木
造
住
宅
の

場
合
は
さ
ら
に
被
害
の
広
が
り
が
急
激

で
す
。
天
井
の
カ
ビ
や
シ
ミ
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
最
も
深
刻
な
の
は
シ
ロ
ア

で
し
ょ
う
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
物
の
場
合
は
、
た
ま
に
屋
上
の
状
態

も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ヒ
ビ
割
れ
が

あ
っ
た
り
、
防
水
シ
ー
ト
が
膨
れ
て
い

る
と
劣
化
し
て
い
る
証
拠
で
す
。
室
内

は
天
井
や
サ
ッ
シ
ま
わ
り
の
シ
ミ
や
カ

ビ
の
臭
い
に
要
注
意
。
ク
ロ
ス
の
は
が

れ
や
膨
れ
も
、
雨
漏
り
に
よ
る
湿
気
が

原
因
で
発
生
し
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

ご
所
有
の
物
件
で
雨
漏
り
が
起
き
て

し
ま
っ
た
ら
、
ま
ず
は
原
因
箇
所
を
特

定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
発
生
す
る

箇
所
は
屋
根
や
屋
上
だ
け
に
限
り
ま
せ

リ
の
食
害
で
す
。
シ
ロ
ア
リ
が
発
生
す

る
原
因
の
８
割
は
雨
漏
り
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
腐
食
し
て
柔
ら
か
く
な
っ

た
木
材
は
シ
ロ
ア
リ
の
大
好
物
。
骨
組

み
や
基
礎
を
か
じ
ら
れ
る
と
、
建
物
が

倒
壊
す
る
危
険
さ
え
あ
り
ま
す
。

　

雨
漏
り
ト
ラ
ブ
ル
は
賃
貸
経
営
に
も

大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ま
す
。
ク
ロ

ス
が
は
が
れ
た
り
、
ひ
ど
く
な
る
と
ポ

タ
ポ
タ
垂
れ
る
水
で
家
財
を
損
傷
す
る

こ
と
も
…
。
す
る
と
入
居
者
の
快
適
な

生
活
が
侵
害
さ
れ
、
退
去
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
う
し
た
事
態
に
陥
ら
な
い

よ
う
、
日
頃
か
ら
建
物
を
気
に
か
け
て
、

雨
漏
り
リ
ス
ク
の
サ
イ
ン
を
見
逃
さ
な

い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

建
物
は
年
月
を
経
る
に
つ
れ
て
雨
漏

り
リ
ス
ク
が
高
ま
り
ま
す
。
外
壁
塗
装

が
劣
化
し
て
壁
や
コ
ー
キ
ン
グ
に
ヒ
ビ

割
れ
が
で
き
た
り
、
雨
樋
い
や
屋
上
の

排
水
溝
に
落
ち
葉
な
ど
が
詰
ま
り
、
水

が
た
ま
っ
て
い
る
状
態
は
黄
信
号
。
直

射
日
光
を
浴
び
続
け
る
ス
レ
ー
ト
屋
根

も
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
し
な
い
と
傷
ん
で

も
ろ
く
な
り
、
雨
漏
り
の
原
因
に
な
り

ま
す
。
ま
ず
は
築
5
年
～
10
年
で
一
度

点
検
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

点
検
に
よ
っ
て
将
来
雨
漏
り
す
る
可

雨漏りは大切な建物に損害を与えるだけでなく、賃貸経
営に大きな影響を及ぼします。ご自身の目で建物の状態
をチェックして、早めに対処しましょう。雨漏りのリスクや
点検の仕方などを専門家に解説していただきました。

能
性
が
あ
る
怪
し
い
箇
所
を
早
め
に
発

見
で
き
、
大
事
に
な
る
前
に
対
処
で
き

ま
す
。
さ
ら
に
築
10
～
15
年
を
目
安
に

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

雨
漏
り
リ
ス
ク
発
見
の 

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

　

大
切
な
の
は
建
物
の
状
況
を
把
握
し

た
う
え
で
適
切
な
修
繕
を
実
施
す
る
こ

と
。
ご
自
身
で
簡
単
な
目
視
点
検
を
行

う
こ
と
で
、
雨
漏
り
リ
ス
ク
を
早
期
に

発
見
で
き
る
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
。

そ
の
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

　

外
壁
に
つ
い
て
は
タ
イ
ル
や
コ
ー
キ

ン
グ
材
に
ヒ
ビ
・
は
が
れ
・
浮
き
は
な

い
か
、
塗
装
が
は
が
れ
て
い
な
い
か
を

確
か
め
ま
す
。
壁
を
触
っ
て
チ
ョ
ー
ク

の
よ
う
な
粉
が
付
い
た
ら
塗
装
面
が
劣

化
し
て
い
る
現
象
で
、
放
置
す
る
と
ヒ

ビ
割
れ
を
起
こ
す
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

屋
根
の
点
検
で
は
屋
根
材
に
ズ
レ
や
脱

落
、
ヒ
ビ
割
れ
は
な
い
か
、
雨
樋
は
詰

ま
っ
て
い
な
い
か
、
屋
根
に
草
が
生
え

て
い
な
い
か
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
。
屋
根

に
登
る
と
危
険
で
す
か
ら
、
地
上
か
ら

双
眼
鏡
で
見
た
り
、
ス
マ
ホ
で
写
真
を

撮
っ
て
拡
大
し
て
確
か
め
る
の
も
良
い

PPOINT!

怪しい兆候はある？
建物の状態をチェックしてみよう

◦�雨漏りは起こさないことが大事。築5～10
年で一度点検し、早めのメンテナンスで雨漏
りリスクを解消しましょう。

◦�原因箇所の特定はプロでも難しい。専門知識
があり、説明が丁寧で、最適な調査方法を提
案できる実績豊富な会社を選びましょう。

◦�賃貸物件は大切な資産。管理会社任せにせ
ず、普段からご自身でも簡単な目視調査を
行って建物の状態をチェックしましょう。

ん
。
外
壁
、
窓
サ
ッ
シ
ま
わ
り
、
ベ
ラ

ン
ダ
な
ど
も
雨
水
が
侵
入
し
や
す
い
場

所
で
す
。
雨
漏
り
の
原
因
を
特
定
す
る

こ
と
は
け
っ
こ
う
難
し
く
、
プ
ロ
で
も

骨
を
折
る
作
業
に
な
り
ま
す
。
と
は
い

え
、
原
因
箇
所
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、

当
て
ず
っ
ぽ
う
で
修
理
を
行
な
っ
て

も
、
ま
た
別
の
場
所
か
ら
雨
漏
り
が
発

生
し
て
し
ま
う
事
態
に
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。
雨
漏
り
に
気
づ
い
た
ら
、
な
る
べ

く
早
く
経
験
豊
富
で
専
門
知
識
の
あ
る

会
社
に
修
繕
を
依
頼
す
る
こ
と
を
お
す

す
め
し
ま
す
。
会
社
選
び
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
説
明
が
丁
寧
で
、
調
査
費
用
を
含

め
た
見
積
も
り
を
出
し
て
く
れ
る
会
社

で
あ
る
こ
と
。
契
約
す
る
前
に
疑
問
点

は
し
っ
か
り
と
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

建
物
の
状
態
を
気
に
か
け
、 

早
め
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を

　

雨
漏
り
調
査
は
、
目
視
調
査
、
散
水

調
査
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
調
査
な
ど
が
あ

り
、
雨
漏
り
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
使

い
分
け
ま
す
。
目
視
調
査
と
は
、
屋
根

や
屋
根
裏
、
外
壁
、
内
壁
を
目
視
・
接

触
・
打
診
し
、
雨
水
の
侵
入
経
路
を
特

定
す
る
調
査
で
す
。
た
だ
し
、
目
視
で

確
認
す
る
だ
け
で
は
雨
漏
り
箇
所
を
断

定
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
そ
の

後
、
散
水
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
雨
水
の
侵
入
経
路
と
疑
わ

れ
る
箇
所
に
シ
ャ
ワ
ー
ホ
ー
ス
等
で
散

水
し
、
雨
漏
り
を
再
現
し
て
原
因
を
特

定
す
る
調
査
で
す
。
特
定
で
き
る
ま
で

場
所
を
変
え
て
同
じ
作
業
を
繰
り
返
し

ま
す
。
赤
外
線
カ
メ
ラ
調
査
と
は
、
建

物
を
赤
外
線
カ
メ
ラ
で
映
し
出
し
て
温

度
差
を
観
察
す
る
調
査
。
極
端
に
温
度

が
低
い
箇
所
を
雨
水
侵
入
箇
所
と
推
測

し
ま
す
。

　

築
10
年
を
超
え
る
と
雨
漏
り
リ
ス
ク

が
高
ま
り
ま
す
。
築
浅
で
も
油
断
は
禁

物
。
目
に
見
え
な
い
ほ
ど
の
小
さ
な
ヒ

ビ
か
ら
雨
漏
り
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
ご
入
居
中
の
室
内
状

況
は
把
握
で
き
ま
せ
ん
。
な
か
に
は
水

が
滴
る
ま
で
管
理
会
社
に
連
絡
し
な
い

ご
入
居
者
も
い
ま
す
か
ら
、
心
配
な
場

合
は
「
室
内
に
シ
ミ
や
カ
ビ
な
ど
が
発

生
し
た
ら
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
」
と

い
っ
た
告
知
を
管
理
会
社
に
お
願
い
し

て
お
く
の
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

建
物
は
大
切
な
資
産
で
す
か
ら
、
と
き

お
り
オ
ー
ナ
ー
様
ご
自
身
の
目
で
状
態

を
確
認
し
、
早
め
早
め
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
で
建
物
を
長
持
ち
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

建物と賃貸経営に大きなダメージが！ 雨漏り修繕の専門家さん
お願いします

ナミキリフォーム
サービス株式会社
小㟢 利彦 氏

ナミキリフォームサービス株式会社　
ビルメンテナンス部次長・一級建築
施工管理技士。入社２４年。メンテ
ナンスの熟練プロとして多くの賃貸
オーナーから厚い信頼を得ている。

外壁の横ヒビに雨水が侵入すると、広がって抜けにくいので要注意。
雨樋いが詰まり水が溜まると、外壁へ溢れ出して雨漏りすることも。

これだけは知っておくべき
「雨漏り」の基礎知識
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不具合解決の基本は

管理サイクルを回す
PDCAの

Plan
状況を確認･記録→
真の原因を追及→
計画･改善策を作成

計画 Do
計画・改善策を実
行する

実行

Check
計画の実行により、
どの程度改善され
たかを確認する

確認Action
期待される結果に
向け、計画の問題
点を具体的に修正

改善

真
の
原
因
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が 

問
題
解
決
の
第
一
歩

　

賃
貸
管
理
に
お
け
る
代
表
的
な
問
題

解
決
手
法
の
ひ
と
つ
に
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
」

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
（
下
図
）
。

こ
れ
は
、
ル
ー
ル
違
反
だ
け
で
な
く
管

理
上
の
様
々
な
不
具
合
発
生
時
に
効
果

を
発
揮
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
覚
え
て
お

い
て
い
た
だ
き
た
い
考
え
方
で
す
。

　

ま
ず
は
、
計
画
（
Ｐ
）
。
こ
こ
で
は
、

現
状
分
析
・
原
因
追
及
・
改
善
策
を
検

討
し
ま
す
。
ル
ー
ル
違
反
の
具
体
的
な

状
況
を
確
認
し
、
記
録
を
残
し
て
い
き

ま
す
。
現
場
の
確
認
は
も
ち
ろ
ん
、
入

居
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
も
行
い
、

実
態
を
把
握
、
原
因
を
見
つ
け
出
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
原
因
が
分
か
れ
ば
、

オ
ー
ナ
ー
お
悩
み
相
談
室

ゴ
ミ
の
出
し
方
が
守
ら
れ
な
い
な
ど
の
入
居
者
の
た
び
重
な
る
ル
ー
ル
違
反
は
、

物
件
環
境
を
損
ね
る
と
共
に
ル
ー
ル
を
守
る
優
良
な
入
居
者
の
退
去
を
促
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ル
ー
ル
違
反
を
失
く
し
、快
適
な
環
境
を
維
持
す
る
た
め
の
問
題
解
決
の
ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

賃貸住宅業界で40年間にわたり施
工や管理などの実務に携わる。現場
を知り尽くした経験から、実践に役立
つアドバイスを無料で行っている。

賃貸住宅経営相談
センター 
相談員
日山 秀治氏

https://www.kairyoukousya.or.jp/ ※ホームページ上のみで、お電話での相談は受け付けておりません

入
居
者
の
た
び
重
な
る
ル
ー
ル
違
反
へ
の
対
応
策

お悩み相談（無料）はこちらへ➡

ル
ー
ル
違
反
は
迅
速
に 

解
決
に
向
け
て
動
く

　

騒
音
や
喫
煙
、
ペ
ッ
ト
の
無
断
飼
育
、

共
用
部
に
私
物
を
放
置
す
る
、
な
ど
の

入
居
者
に
よ
る
ル
ー
ル
違
反
は
、
物
件

の
美
観
を
損
ね
た
り
、
退
去
を
引
き
起

こ
し
た
り
と
、
賃
貸
経
営
に
マ
イ
ナ
ス

の
影
響
を
与
え
る
大
き
な
問
題
で
す
。

そ
の
た
め
、
速
や
か
な
解
決
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

　

ル
ー
ル
違
反
の
多
く
は
、
入
居
者
と

オ
ー
ナ
ー
側
双
方
の
気
遣
い
で
改
善
す

る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
物
件
の
所
有
者
で

あ
る
オ
ー
ナ
ー
が
率
先
し
て
動
く
こ
と

が
大
切
で
す
。
管
理
会
社
と
も
協
力
し
、

適
切
な
考
え
方
に
基
づ
き
対
策
を
実
施

す
る
こ
と
が
解
決
に
つ
な
が
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
す
る
具
体
的
な
対
策
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
対
策
を
実
行
（
Ｄ
）
に
移

し
ま
す
。
「
こ
れ
が
効
く
の
で
は
な
い

か
」
と
い
う
仮
説
の
対
策
で
も
構
い
ま

せ
ん
。
効
果
が
出
な
い
か
ら
と
言
っ
て

す
ぐ
に
や
め
る
の
で
は
な
く
、
し
ば
ら

く
継
続
し
て
様
子
を
み
ま
し
ょ
う
。
そ

の
後
、
実
行
し
た
結
果
を
確
認
（
Ｃ
）
、

改
善
が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
問
題
点
の
改

善
（
Ａ
）
を
行
い
ま
す
。
対
策
を
実
行

し
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
効
果
が
出
て

い
る
か
を
き
ち
ん
と
チ
ェ
ッ
ク
し
、
修

正
→
実
行
を
繰
り
返
す
こ
と
が
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
で
す
。
た
だ
し
、
出
来
る
限

り
の
対
策
を
施
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
ル

ー
ル
違
反
を
続
け
る
悪
質
な
入
居
者
に

つ
い
て
は
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
対
応

す
る
こ
と
も
考
え
ま
し
ょ
う
。

　

左
ペ
ー
ジ
で
は
、
よ
く
あ
る
ゴ
ミ
出

し
ル
ー
ル
違
反
の
ケ
ー
ス
で
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

の
流
れ
と
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

指定ゴミ袋の購入先が遠くて
入手困難、という実状は
オーナーや管理会社が
把握できておらず、
アンケートを実施したからこそ
判明した原因です。
実態から真の原因を
見つけ出すことが、
改善へつながるのです。

丁
寧
な
説
明
が 

ル
ー
ル
徹
底
の
基
本

　

ル
ー
ル
違
反
が
起
こ
っ
た
時
、
ル
ー

ル
を
破
る
入
居
者
が
一
方
的
に
悪
い
と

考
え
る
の
は
禁
物
で
す
。

　

例
え
ば
ゴ
ミ
出
し
ル
ー
ル
の
場
合
、

分
別
の
方
法
や
指
定
ご
み
袋
の
有
無
、

ゴ
ミ
出
し
の
時
間
な
ど
地
域
ご
と
に
細

か
な
ル
ー
ル
が
異
な
る
た
め
、
そ
の
地

に
長
く
住
む
方
に
は
当
た
り
前
の
こ
と

で
も
、
県
外
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
方

や
初
め
て
一
人
暮
ら
し
を
す
る
方
に
と

っ
て
は
知
ら
な
い
ル
ー
ル
も
多
々
あ
り

ま
す
。
地
域
の
常
識
は
当
た
り
前
で
は

な
い
こ
と
を
基
本
に
、
入
居
時
に
丁
寧

に
説
明
す
る
こ
と
で
、
ル
ー
ル
違
反
を

未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
細
か

な
分
別
方
法
な
ど
は
年
ご
と
に
変
わ
る

こ
と
も
多
い
の
で
、
定
期
的
に
掲
示
で

お
知
ら
せ
す
る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
ず
は
、
ル
ー
ル
違
反
を
発
生
さ
せ

な
い
た
め
に
丁
寧
な
説
明
と
ル
ー
ル
の

周
知
を
行
う
こ
と
が
第
一
。
そ
れ
で
も

違
反
者
が
出
て
し
ま
っ
た
ら
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
の
考
え
方
で
解
決
に
向
け
て
速
や
か

に
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ゴミ出しルール違反への対応策
CASE
STUDY

P

D

C

A

ヒアリングで回答が多かった項目 対策

◦�曜日別仕分けのルールが煩雑で面倒
対策①�ゴミ分別一覧表に間違えやすいものを追加し、全戸に配
布。ゴミ出しルールが守られていない状況を写真やアンケート結
果等とあわせて周知し、ルール順守を促す。

◦�行政指定のゴミ袋の購入先が遠く、入手困難 対策②�ゴミ袋を一括購入して配付する（費用負担は賃借人）、と
いう提案を賃借人に行う。

◦�粗大ごみは手続きが面倒�
◦�誰がルール違反をしているか分からないから�
◦�ルールを守る意識があまりない

対策③�ルール違反者を特定できるように設備を設置する。防犯・
監視カメラや人感センサー付きLEDライト（ソーラー式）など※。

※�防犯カメラの設置・運用は、個人情報保護法に関わりプライバシー侵害になる恐れがあります。�
撮影の範囲や方法に注意し、隠し撮りや撮影動画の第三者への公開を行わないなどの留意が必要です。

P-1

P-2

P-3

現状把握

改善策の実行

状況が改善されているか確認

再度、改善策を実施

アンケートを実施、原因を予測

原因に対する改善策を構築

①�違反ゴミの形態・数量を現地で目視確認、撮影して状況を記録
②�ルール違反者の特定は可能かどうか確認（防犯カメラによる確認等※）

対策①、②を掲示板で告知、全戸に文書投函して協議する。
※�発生原因として多数を占めたり、重要と思われるものから順に取り組む。�
２～３つの対策を複合的に実行するのが改善のポイント。

改善されていれば、標準的な管理手法として定着させる。
不十分な場合、再度検討。

ルールが定着できるまで継続。

ゴミ出しについて、入居者へ無記名アンケートやヒアリングを実施
例：�ルールを知っているか、ゴミ出しで面倒に思うことは何か、�
ルールを守れないのはなぜか、等。

P-1で把握した現状とあわせて、
ゴミ出しルール違反の原因となっているものは何かを探っていく。

想定される原因を究明し、対策を検討する。ゴミ出しの現状やアンケートの
結果で割合の多いものや数量の多い順に改善策を考えていく。

相談員

現地で確認した�
違反ごみの状況

◦行政指定のゴミ袋以外でゴミ出し
◦指定の時間帯・曜日以外にゴミ出し
◦行政指定の大きさを超えている
◦粗大ゴミの手続きなしで放置

…など
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な
い
規
定
も
あ
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
民
法
改
正
で
は
、
ま
ず
、
①

越
境
し
た
枝
の
切
除
に
つ
い
て
の
規
定

が
見
直
さ
れ
、
判
決
を
得
な
く
と
も
枝

を
切
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

次
に
、
②
隣

地
使
用
に
関
す

る
規
定
の
改
正

が
あ
り
ま
す
。

　

隣
地
と
の
境

界
線
近
く
で
建

築
を
す
る
際
の

足
場
の
設
置
な

ど
隣
地
の
使

用
が
必
要
な
場

合
、
現
行
民
法

（
２
０
９
条
）
に
よ
る
と
、
隣
地
所
有

者
等
の
承
諾
が
必
要
と
考
え
ら
れ
て
い

賃貸トラブル
法律講座

相隣関係規定に
関する民法改正編

隣
地
間
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
民
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

隣
地
の
枝
が
越
境
し
て
き
た
ら
？�

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
設
置
の
際
は
？

隣
り
合
っ
た
土
地
の
権
利
調
整
に
関
す
る
定
め
で
あ
る
民
法
の「
相
隣
関
係
規
定
」が
改
正
さ
れ
、

令
和
５
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
ま
す
。今
回
は
、改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
事
例
を
交
え
て
解
説
し
ま
す
。

越
境
し
て
き
た
枝
の

切
除
に
つ
い
て

　
私
が
経
営
し
て
い
る
共
同
住
宅
の
隣

家
の
植
栽
が
手
入
れ
さ
れ
て
い
な
い
状

態
で
す
。そ
の
た
め
、枝
が
私
の
敷
地
と

の
境
界
線
を
越
え
て
共
同
住
宅
の
屋
根

や
ベ
ラ
ン
ダ
の
辺
り
ま
で
張
り
出
し
て

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
設
置
権
に

つ
い
て

　
私
の
所
有
地
に
共
同
住
宅
を
建
築
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、ガ
ス
や
水

道
を
通
す
の
に
隣
地
を
使
用
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、隣
地
の
所
有
者

か
ら
高
額
の
使
用
料
を
請
求
さ
れ
、支

払
わ
な
い
な
ら
土
地
の
使
用
は
認
め
な

い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。私
は
請
求
さ

れ
た
使
用
料
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま

す
か
。請

求
ど
お
り
の
使
用
料
を

支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

Ｑ
１
で
ご
説
明
し
た
通
り
、
土
地
の

民
法
の
相
隣
関
係
の
規
定
の

見
直
し
に
つ
い
て

　
今
般
、隣
地
と
の
間
の
法
律
関
係
を

規
律
す
る
民
法
の
相
隣
関
係
の
規
定
が

見
直
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、ど
の

よ
う
な
点
が
見
直
さ
れ
た
の
で
す
か
。

民
法
改
正
に
よ
り
、
越
境
し
た

枝
の
切
除
、
隣
地
使
用
権
、
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
の
設
置
権
な
ど
が

規
定
さ
れ
、
令
和
5
年
4
月
1

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

現
行
民
法
の
相
隣
関
係
の
規
定
に
よ

る
と
、
例
え
ば
、
隣
地
の
枝
が
越
境
し

て
き
て
も
、
隣
地
の
所
有
者
に
枝
の
切

除
を
請
求
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
だ

け
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
請
求
し
て
も

隣
人
が
切
除
し
な
い
場
合
は
、
わ
ざ
わ

ざ
裁
判
を
し
て
判
決
を
得
て
、
枝
を
切

除
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
現
実
的
で

い
て
、落
ち
葉
や
虫
に
よ
る
被
害
が
酷

い
で
す
。隣
地
の
所
有
者
と
連
絡
が
取

れ
な
い
た
め
、私
の
方
で
勝
手
に
枝
を

切
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

要
件
を
満
た
せ
ば
、
自
ら
枝
を

切
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
と
お
り
、
現
行

民
法
（
２
３
３
条
1
項
）
に
よ
る
と
、

隣
地
の
所
有
者
に
対
し
て
枝
を
切
除
す

る
よ
う
に
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
隣
地
の
所
有
者
の
同
意
が
な

い
の
に
こ
れ
を
勝
手
に
切
り
取
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

本
件
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
ま
ず
は
、

隣
地
の
所
有
者
と
連
絡
を
取
っ
て
、
越

境
し
て
い
る
枝
を
切
除
す
る
よ
う
話
を

し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
で
も
隣
地
所
有

者
が
切
除
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
裁
判

に
よ
っ
て
枝
の
切
除
を
請
求
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
裁
判
で
は
解
決
に
半
年
以

上
も
か
か
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
で
は

一
番
被
害
が
生
じ
る
夏
や
秋
ま
で
に
解

決
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
改
正
法
で
は
、
土

地
の
所
有
者
は
、
①
竹
木
の
所
有
者
に

越
境
し
た
枝
を
切
除
す
る
よ
う
催
告
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竹
木
の
所
有
者

所
有
者
は
、
他
の
土
地
に
設
備
を
設
置

す
る
か
他
人
が
所
有
す
る
設
備
を
使
用

し
な
け
れ
ば
ガ
ス
や
水
道
等
の
継
続
的

給
付
が
受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
必
要

な
範
囲
で
他
の
土
地
に
設
備
を
設
置

し
、
又
は
他
人
が
所
有
す
る
設
備
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
改
正
民
法

２
１
３
条
の
2
第
1
項
）。

　

た
だ
し
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
設
置
等

の
場
所
・
方
法
は
、
他
の
土
地
等
の
た

め
に
最
も
損
害
の
少
な
い
も
の
を
選

ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
第
2
項
）、

他
の
土
地
に
設
備
を
設
置
す
る
者
は
、

そ
の
土
地
の
損
害
に
対
し
償
金
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
同
条
第
5

項
）。

　

本
件
で
は
、
オ
ー
ナ
ー
は
第
1
項
の

要
件
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
隣
地
の
承
諾
が
な
く
と
も
水
道
や
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A

A

Q1

Q2

Q3

まとめ

民法改正によって、隣地使用権や土地の所有者のライフ
ライン設置等の権利が明記されました。それでも、隣地の
方が使用を妨害する場合は、その妨害を自力で排除する
ことはできませんので、裁判所を通じて妨害の排除を請
求していく必要があります。
そういった意味でも、隣地の方との話し合いの重要性は
これまでと同様と言えます。また、土地を取得する場合、
ライフラインの整備等の状況をしっかり確認する必要が
あるということも、これまでと変わらないと考えます。

ま
す
。
そ
れ
が
今
回
の
改
正
に
よ
り
、

境
界
付
近
に
お
け
る
建
物
な
ど
の
築
造
、

収
去
ま
た
は
修
繕
、
境
界
に
関
す
る
測

量
、
越
境
し
た
枝
の
切
り
取
り
な
ど
に

つ
い
て
、
必
要
な
範
囲
で
、
隣
地
所
有

者
等
の
承
諾
が
な
く
と
も
隣
地
使
用
が

認
め
ら
れ
ま
す
（
改

正
民
法
２
０
９
条
1

項
各
号
）。

　

最
後
に
、
③
水
道

や
ガ
ス
な
ど
の
い
わ

ゆ
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

の
設
置
等
に
関
す
る

規
定
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

　

例
え
ば
、
公
道
に

面
し
て
い
な
い
な
ど

の
理
由
に
よ
り
水
道
や
ガ
ス
を
引
き
込

む
こ
と
が
で
き
な
い
土
地
の
所
有
者
に

A

ガ
ス
の
設
備
等
の
設
置
が
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
今
回
の
ケ
ー
ス
で
は
、
隣
地

の
方
か
ら
高
額
な
使
用
料
を
請
求
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
民
法
の
規

定
に
よ
る
と
償
金
、
す
な
わ
ち
、
設
備

設
置
自
体
に
よ
り
継
続
的
に
他
の
土
地

を
使
用
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
よ
る
損

害
等
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
今
回
の
ガ
ス
や
水
道
の
設
備
等

は
地
下
に
設
置
し
て
地
下
を
利
用
す
る

た
め
、
損
害
も
軽
微
で
、
支
払
う
べ
き

償
金
も
そ
ん
な
に
高
額
に
は
な
ら
な
い

と
考
え
ま
す
。

が
相
当
の
期
間
内
に
切
除
し
な
い
と
き
、

②
竹
木
の
所
有
者
を
知
る
こ
と
が
で
き

ず
又
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
、
③
急
迫
の
事
情
が
あ
る
と

き
、
以
上
の
ど
れ
か
の
要
件
を
充
た
し

た
場
合
に
は
、
越
境
し
た
枝
を
自
ら
切

り
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
し
た

（
改
正
民
法
２
３
３
条
3
項
）。

　

ご
質
問
の
ケ
ー
ス
で
は
、
令
和
5
年

4
月
1
日
以
降
は
、
前
述
の
②
か
③
の

要
件
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
オ
ー
ナ
ー
が
隣
地
か
ら
越
境
し
た

枝
を
自
ら
切
り
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

はみ出た枝、
勝手に

切っていい？

オーナー
使用料を

払って下さい！

オーナーの土地

隣家の土地

ガス・水道を
ひく工事を

したいんだけど…

つ
い
て
は
、
他
の
土
地
等
に
対
し
、
そ

の
引
き
込
み
の
た
め
の
設
備
の
設
置
等

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
規
定
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
、
そ
の
よ
う
な

土
地
の
所
有
者
に
は
、
前
述
と
同
様
の

設
置
に
関
す
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ

っ
て
そ
の
こ
と
が
改
め
て
明
文
化
さ
れ

ま
し
た
。

　

続
い
て
、
上
記
で
ご
紹
介
し
た
①
と

③
に
つ
い
て
事
例
で
検
討
し
ま
す
。
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公社お問い合せ先

本社・首都圏本部 札幌支社 仙台支社
営業地域／�東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、�

茨城県、山梨県、沖縄県 営業地域／北海道 営業地域／�青森県、岩手県、宮城県、�
秋田県、山形県、福島県

〒102-0076�東京都千代田区五番町14-1�
国際中正会館ビル3階

〒060-0002�北海道札幌市中央区北二条西3-1-8�
朝日生命ビル3階

〒980-0811�宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1
HF仙台一番町ビルディング5階

☎03-3237-7411　 FAX 03-3237-7418 ☎011-221-6717　 FAX 011-221-7200 ☎022-266-2941　 FAX 022-266-2926

高崎支社 名古屋支社
営業地域／栃木県、群馬県、新潟県、長野県、富山県*、石川県*、福井県*
*富山県、石川県、福井県で建設された方については、返済開始後の管
理業務を名古屋支社が行います。

営業地域／岐阜県、愛知県、三重県、静岡県*
*静岡県で建設された方については、返済開始後の管理業務を首都圏
本部が行います。

〒370-0849�群馬県高崎市八島町110-1�
アールエムツー高崎ビル2階

〒460-0008�愛知県名古屋市中区栄2-15-6
岩田ビル6階

☎027-324-6171　 FAX 027-324-6172 ☎052-218-5601　 FAX 052-222-3113

大阪支社 広島支社 福岡支社
営業地域／�滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、�

和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 営業地域／鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 営業地域／�福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、�
大分県、宮崎県、鹿児島県

〒541-0056�大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-11
クラボウアネックスビル6階

〒730-0014�広島県広島市中区上幟町7-3　
Jプロ上幟町ビル7階

〒810-0001�福岡県福岡市中央区天神3-10-20
KG天神ビル東3階

☎06-6266-9950　 FAX 06-6266-9959 ☎082-511-1151　 FAX 082-511-1160 ☎092-712-4401　 FAX 092-712-4403

首都圏本部�水道橋受付センター
営業地域／東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県、沖縄県
水道橋受付センター（事業推進第一部）
〒112-0004�東京都文京区後楽1-2-2�ココタイラビル1階
☎03-5805-2521　 FAX 03-5805-2528
（事業推進第二部）
〒112-0004�東京都文京区後楽1-2-9�エー・ゼットキュウブビル2階
☎03-5805-2607　 FAX 03-5805-2608

君津市の清水渓流広場内にある「亀岩の洞窟・濃溝の滝」。洞窟
から差し込む光が水面に反射し、ハート形を描き出す光景は美しく、
SNSを中心に話題となっています。また、広場内の湿原に架かる木
道周辺では、5月下旬〜8月まで、夜になるとホタルが乱舞する幻想
的な景色も観賞できます。

オーナーズネットワーク・パティオ

賃貸経営の「相続」「事業承継」について教えてください

前号のアンケートハガキで、賃貸経営の「相続・事業承継」について
伺いました。その結果をご紹介します。

皆様の声

【有効回答数244：複数回答可】

今号のアンケートハガキも、ぜひご回答ください！　　

\ ハーモニー読者に聞きました /

ご所有の賃貸物件をご家族へ引き継がれる予定のオーナーさまが多い一方、優良な資産として残すために建て替えを検
討されている方もいらっしゃいました。次世代においても安定した経営を継続していくために、これからも相続や事業承
継に役立つ情報をお届けしてまいります。

※新型コロナウィルスの状況などを確認のうえ、おでかけの際は、各都道府県の要請にご協力ください。

東よか干潟
［佐賀］

亀岩の洞窟・
濃溝の滝
［千葉］

吉野の千本桜
［奈良］

全国的に桜の名所として知られる吉野山。例年4月上旬〜中旬にかけて、約3万本といわれるシ
ロヤマザクラを中心とした桜が咲き誇ります。それぞれ下千本、中千本、上千本、奥千本と呼ばれ
る4ヶ所に密集し、山肌を覆い尽くす様子は「一目千本」といわれ、圧巻の桜景色を描き出します。

国際的に重要な湿地としてラムサール条約湿地に登録されている
「東よか干潟」。渡り鳥であるシギ・チドリ類の日本一の渡来数を誇
り、春や秋には数千羽の旅鳥たちが餌をついばむ姿を観ることがで
きます。絶滅が危惧されている希少な野鳥も多く、全国から野鳥ファ
ンが訪れています。

JR上総亀山駅より車で約15分

近鉄吉野駅より吉野山ロープウェイで
約3分、吉野山駅下車すぐ（下千本）

JR佐賀駅より車で約30分アクセス

アクセス

アクセス

亀岩の洞窟・濃
の う

溝
み ぞ

の滝

吉野の千本桜

東よか干潟千葉県

奈良県

佐賀県

雄大な自然が描き出す
光の絶景アート

有明海の広大な干潟は
日本有数の探鳥地

山々を覆い尽くす圧巻の満開桜

❶�建築当初から所有しているもの�･･84.4％
❷�親等からの相続したもの�･････････････････18.9％
❸�その他�････････････････････････････････････････ 2.9％
親からの土地を活用、中古で購入�など

❶��子どもや配偶者が相続して�
賃貸経営を続ける�････････････････････70.9％

❷�まだ考えていない�･････････････････････････20.9％
❸�相続の前に整理・売却する�･････････････････ 5.3％
❹�建て替えをして賃貸経営を続ける�････････ 4.1％
❺�その他�････････････････････････････････････････ 2.5％
今後の話し合いが必要、親類へ相続�など

❶�子孫に優良な資産として残したい�･･70.0％
❷�先祖代々の土地を守りたい�･････････････････ 40.0％
❸�賃貸経営に魅力がある�･･････････････････････ 30.0％
❹��相続税の対策として�
建築する必要がある�･････････････････････････ 10.0％

1

2

現在、所有している賃貸物件の状況で、
当てはまるものは？

その賃貸物件は、
将来どうされる予定ですか？

建て替えをする動機は何ですか？

美
自然 春の息吹を感じる

大自然の春絶景
春は動植物をはじめ、自然が生き生きと感じられる季節。
今回は、そんな春に出会える、
全国有数の山海の自然美をご紹介します。
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